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規制改革会議への提案 

2013.8.29 堺屋 太一 

 

１．医療特区 

   混同医療の許可 

   贅沢な病院造り 

   外国免許の高度医療 

   美容整形 

   外国免許の鍼灸院 

   外国で許可されている製薬の臨床実験 

 

２．教育特区 

   大学校舎の誘致 

   大学法人に賃貸している不動産の減免税 

   外国人教員の採用 

   検定外教科書の採用 

   授業日数の自由化 

 

３．広告特区 

   広告制限の緩和、奨励 

   広告看板税の廃止 

   広告奨励法（大阪広告コンクール） 

 

４．歩行者天国と自由集会場の設定 

   歩行者天国の設定 

   集会、行事広告の設定 

 

５．梅北西地区板壁絵画通りの設定 

   絵画許可 

  アトリエ付き市営住宅の建設 

コンクールの実施 

   作画中の道路使用許可 

 広告掲示 

 

６．道頓堀プールの事業化 

   リバーサイドウォークの有料化 

風紀条例 

プール及び付属施設の設置許可 

   水道局河川管理者の協力確約 


